
「湖北地域院外処方せん疑義照会
簡素化プロトコル」運用について

長浜赤十字病院・市立長浜病院・長浜市立湖北病院

（一社）湖北薬剤師会

2019年9月14日 メディサポ



簡素化プロトコル準備委員

 長浜赤十字病院 西嶋先生

 市立長浜病院 野洌先生

 長浜市立湖北病院 北川先生

 （一社）湖北薬剤師会 若森先生 久留島先生

西井先生、上野先生、大森



本日の内容

 経緯・契約・運用方法について

 湖北地域院外処方せん疑義照会簡素化プロトコルについて

 今後について、お願い事項について



経緯・契約・運用方法について



そもそも疑義照会って？

 医薬品の適正使用上、法に基づく極めて重要な業務

 薬剤師法第23条2項
薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、
その処方せんを交付した医師、歯科医師の同意を
得た場合を除くほか、これを変更してはならない。

 薬剤師法第2４条
薬剤師は、処方せんの中に疑わしい点があるとき
は、その処方せんを交付した医師、歯科医師に問
い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなけ
れば、これによって調剤してはならない。

形式的な疑義照会



 調剤上の形式的な疑義照会をなくす

① 患者 ： 保険薬局での待ち時間の短縮

② 処方医： 疑義照会に係る業務負担の軽減

③ 薬剤師： 疑義照会に係る業務負担の軽減

⇒ 対人業務の充実

そもそも疑義照会って？



「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療
の推進について」

 平成22年4月30日付厚生労働省医政局長通知

（医政発0430第1号）

薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間について、
医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロト
コルに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と
協働して実施すること。

※ 薬剤師法第23条第2項に規定する医師の同意
が得られたものとして扱い、疑義照会簡素化
プロトコルの運用開始





湖北薬剤師会

疑義照会プロトコル運用に関する
合意書の締結

疑義照会プロトコル運用に関す
る委任状の提出



疑義照会簡素化における委任状 

一般社団法人湖北薬剤師会（以下「甲」という）と、甲が合意書を締結した病院からの院外処方

せんを応需する（保険薬局名称）                      （以下、「乙」

という）は、院外処方せんにおける疑義照会の運用について下記の通り甲に委任するものとする。 

なお、乙での運用においては、患者が不利益を被らないように、十分説明の上、患者の同意を得て

から行うものとする。また実際に患者に不利益が起こった際の責任の所在は、乙にあるものとす

る。 

 

記 

１） 院外処方せんに係る処方医への同意確認を不要とする項目について 

「湖北地域院外処方せん簡素化プロトコル（初版）」（令和元年 9 月 4 日作成）の内容に限り、事

前に薬剤師法第 23 条の２に規定する医師の同意がなされたとして、処方医への同意の確認を不

要とする。 

２） プロトコルの内容を変更する場合について 

 甲と甲と合意書を締結した病院が協議の上、文書により変更する。 

３） 委任状の提出について   

   甲が開催したプロトコル説明会への参加を必須とし、甲に委任状の提出をもって、運用を開始す

ることができる。 

４） 委任の解除について   

   甲は乙が本プロトコルに違反することにより、患者に重大な被害を及ぼしたことを認める場合に

は、乙よりの委任を解除することができる。 

５） 管理薬剤師の異動について 

乙は、登録している管理薬剤師の異動が生じた場合は、速やかに甲に所定の書式をもって 

報告する。 

６） 開始時期について 

 令和元年 10 月 1 日から開始する。  

 

合意の証として本同意書を 2 部作成し、それぞれの署名又は記名捺印し各 1 部を保有する。 

以上 

令和  年  月  日 

（甲）  所在地   ：滋賀県長浜市宮司町 1181-2 

 名称    ：一般社団法人湖北薬剤師会 

 代表者氏名 ：会長 若森 文夫   印 

 

（乙）  所在地   ： 

 名称    ： 

 管理薬剤師名：                  印 



運用方法

 プロトコルの利用を希望する会員薬局は、湖北薬剤師会が開
催する「院外処方せん疑義照会簡素化プロトコル」説明会に
参加する

 「院外処方せん疑義照会簡素化プロトコル」説明会への参加
を必須とし、湖北薬剤師会に委任状の提出をもって、運用を
開始することができる

 参加会員薬局は、「院外処方せん疑義照会簡素化プロトコ
ル」に基づいて変更した内容について、事後に「事前合意プ
ロトコル専用FAX送信状」を各病院指定の連絡先にFAXで報
告する



運用方法

 参加会員薬局がプロトコルに追加・変更希望の項目がある場
合は、湖北薬剤師会に要望を出す

 湖北薬剤師会で協議の上、追加が必要な場合は、各病院に依
頼・検討し、必要な場合は、追加・変更する

 後発医薬品の変更についてはお薬手帳に記載し、FAXによる
報告は不要とする

 運用開始：令和元年10月1日



院外処方せんにおける疑義照会の流れ   （令和元年 10 月） 

  

 

 

            

               提出している            していない 

 

 

 

 

  含まれる              含まれない 

 

処方内容に疑義あり（会員薬局） 

疑義照会の内容がプロトコルに含まれているかを確認 

従来の方法で、疑義照会内容を FAX する 

 

事前合意プロトコル専用 FAX 送信状に変更内容を記載 

各病院の事前合意プロトコル専用 FAX

番号へ送信する 

 

事前に一般社団法人湖北薬剤師会にプロトコルに関する委任状を提出 

処方医に電話で照会（従来通り） 

 



 

御中
 

処方医： 内科 先生

 
報告日： 令和1年9月8日

合意に基づき、以下の疑義照会を省略しましたので報告します。

患者番号：

令和1年9月8日

後発医薬品への変更はお薬手帳に記載し、FAXによる報告は不要です。

TEL（代表）： FAX：

【事前合意プロトコル専用FAX送信状】

保険薬局名称･住所･担当薬剤師

＜事前合意プロトコルの番号＞
〇〇薬局
滋賀県長浜市〇〇町
薬剤師：　　　　　　　　　印

①成分名が同一の銘柄変更 ＜修正箇所詳細記載欄＞

②剤形の変更 ◆処方箋発行日：

③処方規格の変更 ◆変更内容

⑨週1･月1製剤の処方日数の適正化

⑩外用剤の用法追記

⑪隔日投与等の日数適正化

⑫漢方薬の食後投与

⑬「食後」･「食前」
　　　→｢食直後｣･｢食直前｣変更

④半割、粉砕、混合

⑤一包化調剤

⑥湿布薬や軟膏での規格変更

⑦投与日数の適正化

⑧消炎鎮痛外用貼付剤に剤形変更

修正した処方せんの下記情報を

消して貼付し、送信してください。

・患者氏名、生年月日、性別

・保険、負担割合

・公費、福祉番号



【長浜赤十字病院】 電話番号 受付時間 備考

疑義照会　①処方内容等 代表：0749-63-2111 平日8：30～17：00 代表を通し各診療科・処方医

　　　　　②保険等 代表：0749-63-2111 平日8：30～17：00 代表を通し外来業務課

　　　　　③疑義照会プロトコル等 代表：0749-63-2111 平日8：30～17：00 代表を通し薬剤部長（内線：5700）

疑義照会　FAX送信 0749-68-3307

事前合意プロトコル専用FAX送信 0749-68-3307

【市立長浜病院】 電話番号 受付時間 備考

疑義照会　①処方内容等 代表：0749-68-2300 平日9：00～17：15 代表を通し各診療科・処方医

　　　　　②保険等 代表：0749-68-2300 平日8：30～17：15 代表を通し医事課

　　　　　③疑義照会プロトコル等 代表：0749-68-2300 平日8：30～17：15 代表を通し薬剤科

疑義照会　FAX送信 0749-65-1259

事前合意プロトコル専用FAX送信 0749-65-1259

【長浜市立湖北病院】 電話番号 受付時間 備考 （日・水　閉院）

疑義照会　①処方内容等 代表：0749-82-3315 平日8：30～17：15 代表を通し各診療科

　　　　　②保険等 代表：0749-82-3315 平日8：30～17：15 代表を通し医事課

　　　　　③疑義照会プロトコル等 代表：0749-82-3315 平日8：30～17：15 代表を通し薬剤科DI (内線：2132）

疑義照会　FAX送信 0749-82-6148

事前合意プロトコル専用FAX送信 0749-82-4315

各病院問合せ先



湖北地域院外処方せん
疑義照会簡素化プロトコル（初版）



処方変更に関わる大原則

服用方法・安全性・価格等について、

患者十分な説明行い、同意を得た上で

変更すること



処方変更に関わる原則

 プロトコルの利用を希望する会員薬局は、湖北薬剤師会に「疑
義簡素化プロトコルにおける委任状」を提出する

 「変更不可」の欄にチェックがあり、かつ保険医署名欄に処方
医の署名又は記名・押印がある場合には、プロトコルの利用で
きない

 処方内に医師のコメントがある場合はコメントを優先する
（「剤形変更不可」「規格変更不可」等）

 処方変更は各医薬品の適応及び用法用量を遵守した変更とする。
その際、安全性や溶解性、体内動態等を考慮し、利便性が向上
する場合に行う

 麻薬、抗悪性腫瘍薬、注射薬については、疑義照会簡素化プロ
トコルの適用としない



プロトコルと適応例①

 成分名が同一の銘柄変更

・先発医薬品同士 ○

・後発品から先発品への変更 ×

・院外処方箋の後発変更不可欄にチェックがあれば ×

○ アムロジンOD5ｍｇ → ノルバスクOD5ｍｇ

× アレンドロン酸錠35ｍｇ「YD」→ ボナロン錠35ｍｇ ※疑義照会が必要



プロトコルと適応例②

 剤形の変更（安定性･利便性の向上のための変更に限る）

・用法用量が変わらない場合のみ○

・安定性、溶解性、体内動態、服薬状況を考慮のこと

・塗布剤の変更（軟膏⇔クリーム等）は × ※疑義照会必要

○ ビオフェルミンR散 → ビオフェルミンR錠

○ アムロジンOD錠5ｍｇ → アムロジン錠5ｍｇ

○ ムコダイン錠500mg 1 錠（粉砕）→ムコダインＤＳ50％1ｇ

〇 アレロックOD錠5mg → アレロック錠5mg

× マイザー軟膏5ｇ 1本 → マイザークリーム5ｇ 1本



プロトコルと適応例③

 複数規格の製剤がある製剤の処方規格の変更
（安定性、利便性の向上のための変更に限る）

○ 10mg錠 1 回0.5 錠 → 5mg 錠 1 回1 錠

△ 5mg錠 1 回2 錠 → 10mg 錠 1 回1 錠

※服用量の調節を指示している場合があるので、患者からの聞き取りが必要



プロトコルと適応例④

 服薬状況等の理由により処方薬剤を半割、粉砕、混合
すること、あるいはその逆（規格追加も含む）ただし、
抗がん剤（ステロイドを含む）を除く

・製剤の安定性に留意すること

・適応症に留意すること

○ ワーファリン錠1ｍｇ 2.5錠 → ワーファリン錠 1ｍｇ 2錠
ワーファリン錠 0.5ｍｇ 1錠

○ 【般】ニフェジピン徐放錠20ｍｇ 0.5錠 →

【般】ニフェジピン徐放錠10ｍｇ 1錠

〇リクシアナOD錠15ｍｇ 1錠 → リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ 0.5錠



プロトコルと適応例⑤

 「患者希望」あるいは「一包化によりアドヒアランス
向上が見込まれる」の理由により、一包化調剤を行う
こと （「一包化不可」とある場合は除く）

・上記以外の理由は、プロトコル合意範囲外とする

・製剤の安定性に留意すること



プロトコルと適応例⑥

 軟膏や湿布薬について規格の変更

・合計処方量が変わらない場合に限る

○ マイザー軟膏0.05％ ５ｇ2本 → マイザー軟膏0.05％ 10ｇ1本

○ イドメシンコーワパップ 70ｍｇ（5枚入）×7袋
→ イドメシンコーワパップ 70ｍｇ（7枚入）×5袋



プロトコルと適応例⑦

 残薬調整のための投与日数の短縮

薬歴上、継続処方されている処方薬に残薬があるため、投与日数を調整

（短縮）して調剤すること（外用剤の数量変更も含む）

・短縮の場合に限る（削除する場合や、日数の延長は不可。1日残すこと）

・外用の本数変更も含む

・薬剤追加は、プロトコル対象外とする

・日数追加は、プロトコル対象外とする

〇プラビックス錠75ｍｇ 30日分 → 27日分（3日分残薬があるため）

○ ルリコンクリーム3本 → 2本（1本残薬があるため）



プロトコルと適応例⑧

 患者の希望があった場合の消炎鎮痛外用貼付剤における、

パップ剤 ⇔ テープ剤への変更

・成分が同じ物に限る

・枚数の追加は ×

・パップ低用量 ⇔ テープ低用量 ○

・パップ高用量 ⇔ テープ高用量 ○

○ ロキソニンテープ100ｍｇ35枚 → ロキソニンパップ100ｍｇ35枚



プロトコルと適応例⑨

 DPP-4 阻害剤の週１回製剤、ビスホスホネート製剤等

の「週１回」･「月１回」製剤が、連日投与の他の処方箋

と同一日数で処方されている場合の処方日数の適正化

・薬歴や患者面談により処方間違いが明確な場合に限る

※他のＲｐが14日分の場合

○ フォサマック錠35ｍｇ（週1回製剤）1錠分1 起床時 14日分 → 2日分

〇 マリゼブ錠100ｍｇ（週1回製剤） 1錠分1 朝食後 14日分 → 2日分



プロトコルと適応例⑩

 外用剤の用法（適用回数,適用部位,適用タイミング等）が

口頭で指示されている場合、用法を追記すること

・処方箋上用法指示が空白で、薬歴上あるいは患者面談上用法が明確な場合

・「体に」「全身に」等の漠然とした表現を避け、具体的に記載すること

・経皮吸収により全身への作用を目的とした薬剤は対象外

○ モーラステープL40ｍｇ 3袋 1日1回 → 1日1回 腰



プロトコルと適応例⑪

 「1 日おきに服用」と指示された処方薬が、連日投与の

他の処方薬と同一の日数で処方されている場合の処方日

数の適正化

・薬歴や患者面談により処方間違いが明確な場合に限る

※他のＲｐが30日分の場合

○ バクタ配合錠1錠分1 朝食後（隔日服用） 30日分 → 15日分



プロトコルと適応例⑫

 医師了解のもとで処方されている漢方薬の「食後」処方

・初回のプロトコル適用時のみ病院へ連絡する

・薬歴や患者面談上食後投与が妥当と判断された場合



プロトコルと適応例⑬

 「食後」･「食前」の処方で、添付文書上、食直後、

食直前と記載されているものの変更

・薬歴や患者面談上食後投与が妥当と判断された場合

○ ボグリボースOD錠0.3ｍｇ 3錠 毎食前 →3錠 毎食直前



お願い事項・今後について



お願い事項・今後について

 適正な、プロトコルの運用をお願いします

 委任状を提出している管理薬剤師変更時は、速やかに管理
薬剤師変更届の提出をお願いします

 FAX送信状のExcelファイルをお送りするので、メールア
ドレスを事務局までご連絡お願いします。

 定期的にプロトコル運用適正委員会を開催し、実際の運用
内容のチェック、プロトコル内容の改訂の検討を行う

 湖北薬剤師会非会員薬局、他地域薬局への対応について



ご清聴ありがとうございました。

ぜひとも適正な運用をお願いします。


